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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
同
担
当
（
４
８
３
）１
１
５
１
へ

■
中
小
企
業
者
等
向
け
臨
時
相
談
窓
口
で
事
業
者
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

市
の
経
営
支
援
金
、国
や
県
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
制
度
に
つ
い
て
、

中
小
企
業
診
断
士
に
無
料
で
相
談
で
き
る
窓
口
を
八
千
代
商
工
会
議
所
に

設
置
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
類
の
作
成
な
ど
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
も
し
て

い
ま
す
。
開
設
時
間
は
、
１
月
末
ま
で
の
毎
週
木
曜
日
午
前
10
時
〜
午
後

５
時
。
１
回
の
相
談
で
１
時
間
ま
で
。
事
前
予
約
制
。
申
し
込
み
は
電
話

で
同
会
議
所
（
４
８
３
）１
７
７
１
へ
。

（
商
工
観
光
課
）

看
護
師
復
職
研
修
受
講
者

　

看
護
現
場
に
復
帰
し
た
い
人
の
た
め
の
研
修
で
す
。
医
療
機
関
が
採
用

を
目
的
に
実
施
し
て
い
る
研
修
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市
内
病
院
・
ク
リ
ニ

ッ
ク
の
求
人
情
報
も
提
供
し
ま
す
。
先
着
15
人
。
准
看
護
師
も
受
講
可
。

　

▼
内
容　

①
自
宅
で
最
近
の
看
護
の
動
向
な
ど
（
３
時
間
）
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ

か
動
画
配
信
で
学
習
、
②
市
民
会
館
２
階
多
目
的
室
で
、
看
護
技
術
（
採

血
、
点
滴
）
な
ど
の
実
技
講
習　

▼
研
修
日
時　

①
２
月
25
日
㈮
か
ら
実

技
講
習
開
催
前
日
ま
で　

②
３
月
11
日
㈮
午
前
９
時
〜
午
後
１
時　

▼
応

募
方
法　

２
月
７
日
㈪
ま
で
に
申
込
書
と
看
護
師
免
許
の
写
し
を
健
康
福

祉
課
（
４
２
１
）６
７
３
１
へ

ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
向
け
の
講
演
会
を
開
催

　

ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
や
指
導
に
興
味
が
あ
る
人
向
け
に
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。
①
大
塚
製
薬
株
式
会
社
と
の
包
括
連
携
協
定
に
よ
る
講
演
「
ス
ポ

ー
ツ
栄
養
学
講
座
」、
②
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
に
よ
る
講

演
「
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

　

▼
日
時　

①
２
月
５
日
㈯
、②
２
月
26
日
㈯
い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら
。

30
分
前
か
ら
受
け
付
け　

▼
定
員　

①
②
い
ず
れ
も
１
２
０
人　

▼
場
所

総
合
生
涯
学
習
プ
ラ
ザ
。
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い　

▼
申

し
込
み　

１
月
27
日
㈭
ま
で
に
電
話
で
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局
（
４

８
３
）５
４
１
５
へ　

▼
問
い
合
わ
せ　

同
事
務
局
。
火
曜
〜
金
曜
日　

午

前
10
時
〜
午
後
４
時

（
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
）

清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
測
定
結
果
は
基
準
値
以
下

　

清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
測
定
結
果
は
次
の
と
お

り
で
、
い
ず
れ
も
国
の
単
位
体
積
あ
た
り
の
基
準
値
を
下
回
り
ま
し
た
。

お
問
い
合
わ
せ
は
清
掃
セ
ン
タ
ー
（
４
８
３
）４
５
２
１
へ
。

測
定
日

測
定
結
果

基
準
値

１
号
炉
排
ガ
ス

９
月
１
日

０
・
５
１
ng

５
ng

２
号
炉
排
ガ
ス

９
月
29
日

０
・
０
２
ng

５
ng

３
号
炉
排
ガ
ス

８
月
26
日

０
・
０
０
０
８
２
ng

０
・
１
ng

※
１
ｎ
ｇ
（
ナ
ノ
グ
ラ
ム
）
は
10
億
分
の
１
ｇ

市民活動団体支援金交付制度は
団体の事業費を補助します
　18歳以上の市民が、事前に申請のあったボ
ランティア団体やＮＰＯ法人などの市民活動
団体の中から支援したい団体を選び、その結
果を考慮して市が市民活動団体の実施する事
業に対して補助金を交付する制度です。
　市民が直接意思表明することにより、市民
活動に対する理解や関心を深め、より多くの
市民参加と、市民活動団体への財政的支援の
拡充を図り、より積極的で断続的な市民活動
を促進することを目的としています。

Q　支援が受けられる団体は
　次の要件を満たしている団体が支援の対象
となります。
①市内に事務所がある
②定款・規約等がある

③５人以上の会員がいる
④宗教的活動、政治的活動をしていない
⑤非営利活動を行っている

Q　支援が受けられる事業は
　４年度内に行われる福祉、環境、文化、ス
ポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る
分野の事業で、次の要件を満たしている事業
が対象です。１年度につき申請できる事業は
１件です。
①市内で実施するもの
②市民活動団体の会員だけを対象としていな
い
③支援を受けようとする年度に、本市から別
の補助金などの交付を受けていない

Q　支援が受けられる経費は
　支援の対象となる経費は、講師などの謝金、
チラシ作製などの印刷代、会場使用料などの

申請した事業を実施するために必要なもので
す。ただし、団体の維持や運営などに関する
経費は、対象とはなりません。

Q　支援金の交付時期は
　10～11月頃に交付が決定してから、概算で
請求することができます。40万円もしくは事
業費総額の２分の１以内のいずれか低い額
が、支援金の上限になります。
　ただし、審査基準を満たす全団体の支援金
額の総額が予算を越えた場合、それぞれの交
付決定額の比率に応じて予算を配分し、予算
の範囲内で補助金交付額を決定することとな
ります。

支援対象団体の申請受付は
１月27日㈭まで
　申請方法は次のとおりです。
　▶申請期間　１月27日㈭まで。受け付け時
間は祝日を除く月曜～金曜日午前８時30分～
午後５時　▶必要書類　申請書、事業計画書、
事業収支予算書など。コミュニティ推進課で
ガイドブックを配布します。詳しくは、同課
窓口か電話でお問い合わせください。最新の
情報は市ホームページを確認してください　
▶提出方法　予め電話で予約のうえ、同課に
必要書類をお持ちください。郵便、ファクス、
電子メールでの提出はできません。

 市民活動団体支援金交付制度は、市民活動を通じて、豊かで活力あるまちづくり
の促進を目的に、市民活動団体に補助金を交付する制度です。市民活動団体から申
請のあった事業について、市民活動団体支援審査会で事業内容が適正かどうかを審
査し、支援対象事業として決定した場合は、市からその団体に支援金を交付します。
※３月の市議会定例会で予算案が審議され、その可決をもって実施します。

問い合わせは
コミュニティ推進課

483-1151（代表）6484-8824
community@city.yachiyo.chiba.jp

令和４年度市民活動団体支援金交付制度
支援を希望する市民活動団体を募集

ＳＴＥＰ 1

支援金交付申請
・団体は市に申請
　１月27日㈭まで

ＳＴＥＰ 5
支援金の交付
・支援金を団体に
　交付

ＳＴＥＰ 3
市民が選択
・支援したい団体
　を選択して届出
　６月～７月頃

まずは申請が
必要よ

みんなに
活動を PRする
チャンスだよ

選択する人が
増えると支援金の
額も増えるのね

市民活動団体支援金制度の流れ

ＳＴＥＰ 4
支援金交付決定
・届出結果を基に
　支援金額を決定

ＳＴＥＰ 2
団体の事業を公表
・広報などで事業
　内容を紹介
　６月頃


